
◎
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会

）

○
長
妻
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
介
護
保
険
法
施
行
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の

概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
前
に
市
町
村
の
措
置
に
よ
り
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
要
介
護
被
保
険
者
の
方
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る

利
用
料
、
居
住
費
及
び
食
費
の
負
担
軽
減
措
置
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
限
り
で
失
効
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
方
が
依
然
と
し
て
多
数

に
上
る
こ
と
か
ら
、
本
軽
減
措
置
の
終
了
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
方
の
施
設

利
用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
本
軽
減
措
置
を
延
長
す

る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。介

護
保
険
法
の
施
行
の
日
前
に
市
町
村
の
措
置
に
よ
り
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
要
介
護
被
保
険
者
の
方
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る

利
用
料
、
居
住
費
及
び
食
費
の
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て
、
有
効
期
限
を

当
分
の
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

○
藤
村
修
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の

経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
前
に
市
町
村
の
措
置
に
よ
り
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
者
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
利
用
料
、

居
住
費
及
び
食
費
の
負
担
軽
減
に
係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
経
過

措
置
の
期
間
を
当
分
の
間
延
長
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
二
十
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
四
日

長
妻
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
本
日
質
疑
を

行
っ
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
七



可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
付
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

い
わ
ゆ
る
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
に
お
け
る
悲
惨
な
火

災
事
故
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
小
規
模
な
事
業

所
に
対
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
費
用
の
助
成
等
を
含
め
、
防
災
体

制
の
強
化
・
拡
充
を
図
る
こ
と
。

二

四
十
二
万
人
に
も
上
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
待
機
者
を
解

消
す
る
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
交
付
金
事
業
等
に
加
え
、
更
な
る

施
設
整
備
に
対
す
る
助
成
、
既
存
施
設
の
転
用
な
ど
あ
ら
ゆ
る
政
策
手

段
を
駆
使
し
た
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
同
事
業
は
三
年
間
の
時
限
措
置
で
あ
り
、
ま
た
、
介
護
従
事

者
の
処
遇
が
十
分
改
善
し
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
更
な
る
処
遇
改
善
の
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。

四

介
護
保
険
制
度
施
行
後
十
年
の
実
績
を
踏
ま
え
、
安
定
的
で
持
続
可

能
な
制
度
と
す
る
た
め
の
見
直
し
を
進
め
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
質
的
、
量
的
な
拡
充
を
図
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

○
柳
田
稔
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。
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次
に
、
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
前
に
、
市
町
村
の
措
置
に
よ

り
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
て
、
平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
講
じ
ら
れ
て
い
る
利
用
料
等
の
負

担
軽
減
措
置
を
当
分
の
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
介
護
施
設
等
の
整
備
の
必
要
性
、
小
規
模

介
護
施
設
等
の
防
災
対
策
、
介
護
療
養
病
床
の
今
後
の
在
り
方
等
に
つ
い

て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
八



○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
い
わ
ゆ
る
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
に
お
け
る
悲
惨
な
火

災
事
故
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
を
深
刻
に
受
け
止
め
、
小
規
模
な
事
業

所
に
対
す
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
置
費
用
の
助
成
等
を
含
め
、
防
災
体

制
の
強
化
・
拡
充
を
図
る
こ
と
。
な
お
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
等
に
つ
い

て
も
早
急
に
実
態
を
点
検
し
、
防
災
体
制
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
四
十
二
万
人
に
も
上
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
待
機
者
を
解

消
す
る
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
交
付
金
事
業
等
に
加
え
、
更
な
る

施
設
整
備
に
対
す
る
助
成
、
既
存
施
設
の
転
用
な
ど
あ
ら
ゆ
る
政
策
手

段
を
駆
使
し
た
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
九


